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様似町サブリース住宅の設置及び管理に関する要綱 
 

（趣旨） 
第１条 この要綱は、様似町への移住を促進するため、町が所有者から賃借した空き家を 

改修し、町内への移住を希望する人への賃貸の用に供するための住宅（以下「サブリース
住宅」という。）に関し、必要な事項を定めるものとする。 
（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるものとする。 
（１）空き家 様似町内にある居住の用に供する建物で、現に人が居住しておらず、今後

も居住の予定がない住宅 
（２）所有者 空き家を賃貸借することにつき、法律上の権利を有する者 
（３）賃貸物件 所有者と町長が賃貸借した空き家 
（４）中間管理住宅 町長が、町内の空き家を借り上げて整備し、賃貸の用に供する住宅 
（５）定期建物賃貸借契約 借地借家法（平成３年法律第９０号）第３８条に規定する契

約（以下「定期契約」という。） 
（６）原状回復 賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故

意、過失、善管注意義務違反又はその他通常の使用を超えるような使用による損耗及
び毀損の復旧 

（空き家の募集） 
第３条 町長は、サブリース住宅として賃借する空き家を次に掲げる方法により募集するも

のとする。 
（１）町のホームページ及びＳＮＳ 
（２）町の広報紙及び回覧文書 
（３）前２号に掲げるものに準ずる方法 
（所有者からの申込み） 

第４条 空き家の定期契約を締結しようとする所有者は、様似町サブリース住宅申込書 
（様式第１号）を町長に提出しなければならない。 
（空き家の選定） 

第５条 町長は、前条により応募のあった空き家から、別に定める様似町サブリース住宅 
選考委員会（以下「選考委員会」という。）に諮り、賃貸借契約を締結する空き家を決定
する。 

２ 前項に規定する選考委員会は、次の各号に掲げる事項について審議し、賃貸借契約を 
締結する空き家を決定する。 
（１）予算の範囲内で改修できるもの 
（２）主要な道路からの位置関係など空き家所在地の立地条件 
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（３）駐車場又は田畑などの空き家の付帯施設の有無等 
（４）その他、サブリース住宅を決定するにあたり必要な事項 
（選定通知） 

第６条 町長は、前条の規定によりサブリース住宅として使用する空き家を選定したときに
は、様似町サブリース住宅選定通知書（様式第２号）により所有者に通知するものとする。 
（所有者との契約） 

第７条 町長は、空き家の賃貸借について様似町賃貸物件に係る定期建物賃貸借契約書 
（様式第３号）により、所有者との定期契約を締結するものとする。 

２ 町長は、所有者の書面による承諾を得て、耐震改修、トイレの水洗化、浄化槽の設置等、
住宅性能向上に資するリフォーム工事及び外観の変更（以下「使用前改修」という。）を
行うことができる。 

３ 町長は、賃貸物件を所有者に明け渡す場合において、これを使用前改修以前の状態に 
復す義務を負わない。 

４ 所有者は、町長の承諾を得ないで、賃貸物件を第三者に売却し、又は担保権及び利用権
の設定等を行ってはならない。 
（使用の目的） 

第８条 町長は、賃貸物件をサブリース住宅として使用するものとする。 
（賃貸物件の賃貸借期間） 

第９条 賃貸物件の賃貸借期間は、定期契約の締結日から１２年に達する日以降における 
最初の３月３１日までとする。 
（賃貸物件の賃料） 

第１０条 賃貸物件の賃料（以下「賃料」という。）は、定期契約を締結した年の固定資産
税額を基準として、町長と所有者との協議により定める。ただし、定期契約の締結時に固
定資産税額が確定していない場合においては、前年の固定資産税額を基準とする。 

２ １年に満たない期間の賃料は、１年を３６５日として日割計算（１円未満切捨て）した
額とする。 

３ 町長は、賃貸借期間の満了までの間、毎年度末までに１年間の賃料を所有者に対して 
支払うものとする。ただし、契約を締結した年度にあっては契約した日から３０日以内に
賃料を支払うものとする。 

４ 町長及び所有者は、経済情勢又は土地及び建物に対する租税公課の増減により、賃料が
不相当となった場合は協議の上、賃料を変更することができる。 
（管理） 

第１１条 町長は、賃貸物件を管理する。 
２ 前項の規定にかかわらず町長は、所有者の書面による同意の上で、賃貸物件の管理を 

不動産仲介業者等に委託することができる。 
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（期間満了の通知） 
第１２条 所有者は、賃貸物件の賃貸借期間が満了する日の１年前から６月前までの間に、

町長に対し、定期契約が終了する旨を通知しなければならない。 
２ 前項の規定による通知を怠った場合は、その終了を町長に主張することができない。 

ただし、所有者が、通知期間の経過後町長に対し期間の満了により定期契約が終了する旨
の通知をした場合においては、その通知の日から６月を経過した日に定期契約は終了する。 
（明渡し） 

第１３条 町長は、賃貸物件の賃貸借期間が満了する日までに賃貸物件を原状回復して所有
者に明渡さなければならない。ただし、第７条第２項により行った変更はこの限りでない。 

２ 町長は、所有者に賃貸物件を明渡そうとするときは、様似町賃貸物件明渡通知書（様式
第４号）により通知するものとする。 
（賃貸借契約の解除） 

第１４条 所有者は、やむを得ない事由により、賃貸物件の賃貸借期間が満了する日前にこ
の契約を解除しようとする場合は、明渡しを希望する日の１年前までに、町長に対して 
解約の申入れをしなければならない。 

２ 前項の場合において、その事由が所有者側の都合であるときは、所有者は、使用前改修
に要した費用について、経過年数に応じ、別表１に定める割合に相当する額（当該額に１
円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額）を町に支払わなければならない。 
（入居者の募集等） 

第１５条 町長は、サブリース住宅に入居を希望する者の募集を次に掲げる方法により行う
ものとする。 
（１）町のホームページ及びＳＮＳ 
（２）町の広報紙及び回覧文書 
（３）前２号に掲げるものに準ずる方法 
（入居者の資格） 

第１６条 サブリース住宅に入居できる者は、自治会に加入し近隣住民と積極的に交流する
意思があり、その者及びその同居人に租税公課の滞納がなく、様似町暴力団排除条例（平
成２４年条例第１７号）第２条に規定する排除措置対象者に該当しないもので、かつ、所
有者と３親等以内の関係を有しない者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。 
（１）町外から転入して様似町に居住し、町内または近隣町で就業しようとする者 
（２）町外から転入して現に様似町に居住している者で、継続して様似町に居住する意思

のある者 
（３）その他町長が認める者 
（入居の申込） 

第１７条 前条に規定する入居の資格がある者で、サブリース住宅への入居を希望する者は、
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様似町サブリース住宅入居申込書（様式第５号）に次の各号に掲げる書類を添えて、町長
に提出しなければならない。 
（１）住民票の写し（申請者及び同居者） 
（２）現住所において納入すべき税に滞納のないことを証する書類 
（３）入居申込者及び同居者の所得を証明する書類 
（４）その他町長が必要と認める書類 

２ 前項の入居申込書の受付は、町長があらかじめ定めた期間において行う。 
（入居者の選考） 

第１８条 町長は、前条による入居申込書を受理したときは、別表２により入居の申込みを
した者の中から該当する項目の点数を加算し、その合計点数の高い者に決定する。なお、
合計点数の同じ者がサブリース住宅の戸数を超える場合は、抽選により決定するものとす
る。 
（入居の決定） 

第１９条 町長は、前条の規定によりサブリース住宅の入居者として決定した者（以下「入
居決定者」という。）に対し、様似町サブリース住宅入居決定通知書（様式第６号）を交
付するものとする。 
（入居決定者との定期契約の締結） 

第２０条 前条の入居決定通知を受けた入居決定者は、町長が定める期日までに入居決定者
と同程度以上の収入を有する連帯保証人との連署による様似町サブリース住宅入居契約
書（様式第７号）により定期契約を締結しなければならない。 

２ 町長は、前項の規定により定期契約を締結しようとするときは、様似町サブリース住宅
重要事項説明書（様式第８号）により、当該賃貸借契約は更新がなく、期間の満了により
当該賃貸借契約は終了する旨の説明をしなければならない。 
（連帯保証人） 

第２１条 連帯保証人は、借主と連携して、本契約から生じる借主の債務を家賃の１０か月
分を極度額として負担する。 
（住宅の入居期間） 

第２２条 サブリース住宅の入居期間は、契約の締結の日から第２０条に規定する契約期間
満了の日までとする。ただし、特別な事情によりサブリース住宅の契約期間満了前に所有
者に明渡さなければならなくなった場合は、その期間までとする。 
（敷金） 

第２３条 前条の規定による定期契約を締結した入居決定者（以下「入居者」という。）は、
サブリース住宅の賃料の２月分を敷金として町長に納付しなければならない。 

２ 敷金は、入居者との定期契約期間中に生じた債務及び契約終了後に入居者が町に対して
負担する一切の債務を担保する。 
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３ 町長は、サブリース住宅の明渡しの際に定期契約に係る債務が存在するときは、敷金を
もって相殺することができる。 

４ 町長は、サブリース住宅が明渡された後に敷金（前項の規定により債務を相殺したとき
は、相殺後の残金）を入居者に返還する。 
（家賃） 

第２４条 サブリース住宅の賃料（以下「家賃」という。）は、その物件に対して改修した
費用、管理費に応じて算出する。 

２ １月に満たない期間の家賃は、１月を３０日として日割計算の方法により算出した額
（当該算出した額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額）とする。 

３ 入居者は、毎月末日（月の途中でサブリース住宅を明渡す場合にあっては当該明渡す日）
までに、その月分の家賃を納付しなければならない。 

４ 町長は、経済情勢、租税公課等の変動により必要が生じたときは、入居者との協議の上、
家賃を変更することができる。 
（家賃の督促） 

第２５条 町長は、家賃を納期限までに納付しない者があるときは、期限を指定してこれを
督促しなければならない。 
（善管注意義務） 

第２６条 入居者は、善良な管理者の注意義務をもってサブリース住宅を維持管理しなけれ
ばならない。 

２ 入居者の責めに帰すべき事由によりサブリース住宅が滅失し、又は毀損したときは、 
入居者がこれを原状回復し又はこれに要する費用を弁償しなければならない。 

３ 入居者は、入居の権利を第三者に譲渡し、又は転貸してはならない。 
４ 入居者は、サブリース住宅に特別の設備を設置し又は設備に変更を加えてはならない。

ただし、あらかじめ様似町サブリース住宅模様替え等承認申請書（様式第９号）を提出し、
様似町サブリース住宅模様替え等承認通知書（様式第１０号）による町長の承認を受けた
ときは、この限りでない。 
（行為の制限） 

第２７条 入居者は、サブリース住宅において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。 
 （１）犬や猫などのペットを飼育すること。ただし、所有者が飼育を承諾した場合は、こ

の限りでない。 
 （２）メディアの取材や撮影、及び視察見学に協力すること。 

（３）興行を行うこと。 
（４）展示会、その他これに類する催しを行うこと。 
（５）文書、図書、その他の印刷物を貼付又は配布しないこと。 
（６）宗教の普及、勧誘、儀式、その他これに類する行為をすること。 
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（７）居住の用途以外で使用しないこと。 
（８）近隣の住民に迷惑を及ぼす行為をすること。 
（９）サブリース住宅の使用にふさわしくない行為をすること。 
（入居者の費用負担義務） 

第２８条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。 
 （１）電気、ガス及び水道等の使用料 
 （２）建物及び利用敷地の除草等に要する費用 

（３）浄化槽又は汲み取り等に要する費用 
（４）前各号に掲げるもののほか、居住に要する費用 
（修繕） 

第２９条 入居者は、サブリース住宅を使用するために必要な全ての修繕を自らの負担にお
いて行う。入居者の故意又は過失により必要となった修繕に要する費用も、同様とする。 

２ 前項の規定に基づき入居者が修繕を行う場合は、下記に掲げる修繕を除き、あらかじめ
町長にその旨を通知しなければならない。 
（１）畳の表替え、裏返し 
（２）障子紙、襖、網戸の張替え 
（３）電球、蛍光灯の取替え 
（４）その他軽微な修繕 
（不使用の届出） 

第３０条 入居者は、サブリース住宅を引き続き１５日以上使用しないときは、使用しなく
なる日の５日前までに様似町サブリース住宅不使用届出書（様式第１１号）により、町長
に届け出なければならない。 
（立入検査） 

第３１条 町長は、サブリース住宅の管理上必要があると認めるときは、町長の指示した者 
にサブリース住宅の検査をさせ、又はサブリース住宅の入居者に対して必要な指示をする
ことができる。 

２ 前項の検査において、現に使用しているサブリース住宅に立入るときは、あらかじめ 
入居者の承諾を得なければならない。 

３ 町長は、火災による延焼を防止する必要がある場合その他の緊急の必要があるときは、
前項の規定にかかわらず、入居者の承諾を得ずに立入ることができる。この場合において、
町長は、立入り後にその旨を入居者に通知しなければならない。 
（入居許可の取消し） 

第３２条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当するときは、入居の許可を取消すこ
とができる。この場合において、入居者に生じた損害について、町長は、その責めを負わ
ない。 
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 （１）偽りその他不正の手段により入居の許可を受けたとき。 
 （２）第２６条第１項から第３項までの規定に違反したとき。 
 （３）第２６条第４項の場合において、町長の許可を受けないで、サブリース住宅に特別

の設備を設置し、又は設備に変更を加えたとき。 
（４）家賃を３月以上滞納したとき。 
（５）第２８条に規定する費用負担義務を履行しないとき。 
（６）入居の許可に付した条件に違反したとき。 
（７）この要綱の規定に違反したとき。 
（８）災害、その他の事故によりサブリース住宅が使用できなくなったとき。 
（９）様似町暴力団排除条例（平成２４年条例第１７号）第２条に規定する排除措置対象

者の活動に利用されると認められたとき。 
２ 町長は、前項の規定により入居の許可を取消すときは、様似町サブリース住宅入居許可

取消通知書（様式第１２号）により当該入居者に対し通知するとともに、様似町サブリー
ス住宅明渡請求書（様式第１３号）により当該サブリース住宅の明渡しを請求する。 
（解除の申入れ） 

第３３条 入居者は、転勤、療養、親族の介護その他やむを得ない事情によりサブリース住
宅を自己の生活の本拠として使用することが困難となったときは、様似町サブリース住宅
解除申請書（様式第１４号）により町長に定期契約の解除を申入れて、町長の指定する者
の検査を受けなければならない。この場合において、定期契約は、町長が当該解除申請書
を受理した日の翌日から起算して３０日を経過した日をもって終了する。 

２ 町長は、前項の解除申請書を受理したときは、様似町サブリース住宅解除承認（不承認）
決定通知書（様式第１５号）により当該入居者に通知する。 
（期間満了の通知） 

第３４条 町長は、定期契約期間の満了の日の１年前から６月前までの間に、入居者に対し、
様似町サブリース住宅期間満了通知書（様式第１６号）によりサブリース住宅の賃貸借が
終了する旨を通知しなければならない。 

２ 前項の規定による通知を怠った場合は、町長は、その終了を入居者に対して主張するこ
とはできない。ただし、町長が賃貸借期間の経過後に入居者に対し期間の満了による定期
契約が終了する旨の通知をした場合は、その通知の日から６月を経過した日に当該定期契
約は終了する。 
（委任） 

第３５条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に
定める。 
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附 則 
この告示は、令和８年４月１日から施行する。 

 
別表１（第１４条第２項関係） 

使用前改修からの経過年数 町に支払うべき額 
１年未満 使用前改修に係る費用の全額 
１年以上２年未満     〃     の９０%に相当する額 
２年以上３年未満     〃     の８０%に相当する額 
３年以上４年未満     〃     の７０%に相当する額 
４年以上５年未満     〃     の６０%に相当する額 
５年以上６年未満     〃     の５０%に相当する額 
６年以上７年未満     〃     の４０%に相当する額 
７年以上８年未満     〃     の３０%に相当する額 
８年以上１０年未満     〃     の２０%に相当する額 
１０年以上１２年未満     〃     の１０%に相当する額 
１２年以上     〃     の０%に相当する額 

 
別表２（第１８条関係） 

項目 点数 
世帯主若しくは同居人が、様似町内で就業若しくは就農している ２点 
世帯全員が町外から転入する者 ２点 
現に様似町に居住している者で、結婚等により同居する者 １点 
世帯主若しくは同居人の年齢が２０歳以上３５歳未満 ２点（１人につき） 
世帯主若しくは同居人の年齢が３５歳以上５０歳未満 １点（１人につき） 

 
 
様式略 


